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第２回福岡市保育所運営補助のあり方 

検討委員会（平成 27 年８月 25 日） 参考資料２ 



１ 福岡市における保育の提供の⽅向性について 

 

 

 

教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策（保育を必要とする子どもに限る。） 

 

（単位：人） 

 26 年度(実績)Ａ 31 年度（Ｂ） 差引（Ｂ-Ａ） 

量の見込み（ニーズ量） 32,413 36,323 3,910

確保数（保育所等の受入可能数） 

 

32,534 36,323 3,789

資料：第 4 次福岡市子ども総合計画 

※各年度 4 月 1 日現在 

 

福岡市では，平成 27 年度から 31 年度までの５年間の子ども施策の方向性等を定める「第４次福岡

市子ども総合計画」（市町村子ども・子育て支援事業計画）を策定している。 

この計画では，潜在的なニーズを含めて検討を行い，平成26年度から30年度までの5年間で，3,789

人分（26 年度確保数の約 12％）の保育所等の定員を確保することとしている。 

なお，このうち平成 26 年度中において，1,962 人分の整備を行っている。 
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２ 保育⼠の労働条件等について 

   （※本頁は，私立保育所における一般的な就業規則等をもとに記載） 

 

 

◆ ⾮正規の常勤保育⼠の契約期間 

   雇用期間は，一般的に，４月１日から翌年３月 31 日までの１年度とされている（雇用期間

の更新あり）。 

  

◆ 週当たりの労働時間 

    法定内（１週間につき40時間以内。変形労働時間制を採用している場合の１週間の労働

時間は，対象期間を平均して 40 時間以内）の労働に加え，業務の都合により必要がある場

合は，時間外労働が行われている。 

（※ 各私立保育所の時間外勤務のデータは，把握していない。） 

 

◆ 夜間勤務 

保育士は，７時から閉所時間（18 時又は以下の延長保育等終了時間）までの間を交代

制で勤務しており，18 時以降にも勤務することがある。 

（※ 各私立保育所の 18 時以降の勤務実績のデータは，把握していない。） 

【延長保育実施状況（平成 27 年４月１日現在）】 

・ １時間延長（～19 時） 131 箇所

・ ２時間延長（～20 時） 54 箇所

・ ３時間延長（～21 時） １箇所

・ ４時間延長（～22 時） ６箇所

 

【夜間保育所（通常保育：11 時～22 時，延長保育：７時～11 時，22 時～２時）】 

・ ２箇所 
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※ 資料出所：平成26年度実地監査結果（平成25年度取得実績）。年次有給休暇の付与⽇数は，未把握

◆ 福岡市の私⽴保育所における正規保育⼠の年次有給休暇取得状況等について

正規保育⼠数 年休取得⽇数 平均取得⽇数
① ② ②／①

181箇所 87箇所 1,254⼈ 9,729⽇ 7.8⽇

左記のうち実地監査を⾏った保育所の状況

保育所数
保育所数

（H25.4.1現在）

※ 年休の平均取得が最多の保育所 １９．０⽇（１箇所）
〃 最少の保育所 ０⽇（２箇所）

【上記取得状況の内訳】

平均取得⽇数 保育所数 平均取得⽇数 保育所数
16⽇以上 4箇所 ６⽇以上８⽇未満 17箇所
14⽇以上16⽇未満 6箇所 ４⽇以上６⽇未満 15箇所
12⽇以上14⽇未満 7箇所 ２⽇以上４⽇未満 11箇所
10⽇以上12⽇未満 12箇所 ２⽇未満 6箇所
8⽇以上10⽇未満 9箇所 合計 87箇所

【参考】産業，企業規模別労働者１⼈平均年次有給休暇の付与⽇数，取得⽇数及び取得率

※１ 資料出所：平成26年就労条件総合調査
※２ 調査対象者は，期間を定めずに雇われている労働者よりパートタイム労働者（１⽇の所定労働時間が

当該企業の⼀般の労働者の所定労働時間より短い者⼜は１⽇の所定労働時間が当該企業の⼀般の労働者
と同じであっても，１週の所定労働⽇数が少ない労働者）及び船員を除いたもの。

※３ 付与⽇数には，繰越⽇数は含まない。
※４ 取得率は，（取得⽇数計／付与⽇数計）×100（％）

平均
付与⽇数

平均
取得⽇数

平均
取得率

平均
付与⽇数

平均
取得⽇数

平均
取得率

全産業計 18.5⽇ 9.0⽇ 48.8% 17.4⽇ 7.4⽇ 42.2%

医療・福祉 14.5⽇ 6.6⽇ 45.4% 14.9⽇ 6.8⽇ 45.7%

30〜99⼈計（10⼈以上）

区分

企業規模
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１ 資料出所：平成26年賃⾦構造基本統計調査
２ 対象者は，⼀般労働者（短時間労働者（１⽇の労働時間が⼀般の労働者よりも短い⼜は１⽇の所定労働時間が
⼀般の労働者と同じでも１週の所定労働⽇数が⼀般の労働者よりも少ない労働者）以外の労働者）

３ 所定内給与額は，平成26年６⽉分として⽀給された現⾦給与額（基本給，職務⼿当，精皆勤⼿当，通勤⼿当，
家族⼿当などを含み，超過労働給与額は含まない。）であって，所得税及び社会保険料などを控除する前の額

４ 年間賞与その他特別給与額は，平成25年１⽉から12⽉までの１年間における賞与，期末⼿当等特別給与額
（いわゆるボーナス）をいう。

５ 勤続年数は，労働者がその企業に雇⼊れられてからの勤続年数をいう。

◆保育⼠給与と他業種⽐較（企業規模10〜99⼈）

◆九州各県の保育⼠給与の⽐較

◆勤続年数５〜９年⽬の給与の状況（全職種）

３ 賃⾦関係資料について

所定内給与額　① 年間賞与その他
特別給与額　②

年額給与　③
（①×12⽉+②）

⽉額給与
（③／12⽉） 勤続年数

全職種 262.4千円 456.2千円 3,605.0千円 300.4千円 10.5年
看護師 289.8千円 647.5千円 4,125.1千円 343.8千円 8.0年
福祉施設介護員 208.7千円 453.9千円 2,958.3千円 246.5千円 5.7年
ホームヘルパー 210.7千円 245.4千円 2,773.8千円 231.2千円 4.9年
幼稚園教諭 226.4千円 687.8千円 3,404.6千円 283.7千円 7.9年
保育⼠ 209.2千円 601.5千円 3,111.9千円 259.3千円 8.1年

職種
項⽬

所定内給与額　① 年間賞与その他
特別給与額　②

年額給与　③
（①×12⽉+②）

⽉額給与
（③／12⽉） 勤続年数

福岡県 220.8千円 566.5千円 3,216.1千円 268.0千円 7.2年
佐賀県 155.2千円 335.0千円 2,197.4千円 183.1千円 4.3年
⻑崎県 201.9千円 826.2千円 3,249.0千円 270.8千円 15.2年
熊本県 185.0千円 553.3千円 2,773.3千円 231.1千円 8.2年
⼤分県 190.3千円 593.3千円 2,876.9千円 239.7千円 7.1年
宮崎県 193.5千円 505.2千円 2,827.2千円 235.6千円 6.1年
⿅児島県 191.6千円 574.5千円 2,873.7千円 239.5千円 8.0年
沖縄県 180.2千円 424.6千円 2,587.0千円 215.6千円 7.2年

職種
項⽬

所定内給与額　① 年間賞与その他
特別給与額　②

年額給与　③
（①×12⽉+②）

⽉額給与
（③／12⽉）

計（10⼈以上） 269.3千円 731.8千円 3,963.4千円 330.3千円
1,000⼈以上 289.3千円 988.5千円 4,460.1千円 371.7千円
100⼈〜999⼈ 262.0千円 713.1千円 3,857.1千円 321.4千円
10⼈〜99⼈ 257.2千円 479.0千円 3,565.4千円 297.1千円

企業規模
項⽬

◆備考

4



※１ 資料出所：平成26年賃⾦構造基本統計調査
※２ 対象者は，⼀般労働者（短時間労働者（１⽇の労働時間が⼀般の労働者よりも短い⼜は１⽇の所定労働時間が

⼀般の労働者と同じでも１週の所定労働⽇数が⼀般の労働者よりも少ない労働者）以外の労働者）
※３ 初任給額は，平成26年に採⽤した新規学卒者の所定内給与額（平成26年６⽉分として⽀給された現⾦給与額

（基本給，職務⼿当，精皆勤⼿当，通勤⼿当，家族⼿当などを含み，超過労働給与額は含まない。）であって，
所得税及び社会保険料などを控除する前の額）から通勤⼿当を除いたもの。

◆初任給額の⽐較（全職種）

計（10⼈以上） 1,000⼈以上 100〜999⼈ 10〜99⼈

全国 174.1千円 178.3千円 176.4千円 169.7千円

福岡県 170.7千円 175.7千円 164.3千円 173.2千円

全国 200.4千円 203.3千円 200.1千円 194.2千円

福岡県 194.1千円 195.6千円 197.3千円 186.7千円

全国 187.1千円 197.5千円 184.8千円 175.6千円

福岡県 183.0千円 187.6千円 183.0千円 175.7千円

⼤学卒

学歴計

⾼専・短⼤卒

区分
企業規模

※１ 資料出所：平成26年賃⾦構造基本統計調査
※２ 対象者は，短時間労働者（１⽇の労働時間が⼀般の労働者よりも短い⼜は１⽇の所定労働時間が⼀般の労働者

と同じでも１週の所定労働⽇数が⼀般の労働者よりも少ない労働者）
※３ １時間当たりの所定内給与額は，所定内給与額（平成26年６⽉分として⽀給された現⾦給与額（基本給，

職務⼿当，精皆勤⼿当，通勤⼿当，家族⼿当などを含み，超過労働給与額は含まない。）であって，所得税及び
社会保険料などを控除する前の額）を所定内実労働時間で除したもの。

※４ 各都道府県における保育⼠の１時間当たりの所定内給与額は統計なし。

◆短時間労働者の１時間当たりの所定内給与額

計（10⼈以上） 1,000⼈以上 100〜999⼈ 10〜99⼈

全国 1,041円 1,024円 1,064円 1,044円
福岡県 945円 938円 980円 925円

保育⼠ 全国 980円 989円 980円 979円

産業計

区分
企業規模
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◆福岡市の正規保育⼠の状況（再掲）

※１ 資料出所：平成26年度保育園職員名簿
※２ 対象者は，正規保育⼠
※３ 給与額は，本俸額に⻑時間保育⼿当及び勤続⼿当，初任給調整措置費等を加えた額（通勤⼿当及び

家族⼿当，超過労働給与額等は含まない。）であって，所得税及び社会保険料などを控除する前の額
※４ 期末勤勉⼿当等は，期末勤勉⼿当額（本俸額等の3.95⽉分）に被服⼿当（7,700円）及び

研修費（20,000円）を加えた額をいう。

◆福岡市の正規保育⼠の初任給

※１ 資料出所：平成26年度保育園職員名簿
※２ 対象者は，正規保育⼠
※３ 給与額は，本俸額に諸⼿当を加えた額（通勤⼿当及び家族⼿当，超過労働給与額等は含まない。）

であって，所得税及び社会保険料などを控除する前の額
※４ 保育協会補助⾦は，⻑時間保育⼿当及び初任給調整措置費，勤続⼿当，被服⼿当（1/12），

研修費（1/12）を合算した額

【参考】福岡市の状況

◆福岡市の⾮常勤保育⼠の時給単価

※１ 資料出所：福岡市保育⼠・保育所⽀援センター求⼈票
※２ 時給額には，通勤⼿当等を含まない。

平成27年２⽉現在 ８９７円

給与額　① 期末勤勉⼿当等
②

年額給与　③
（①×12⽉+②）

⽉額給与
（③／12⽉） 勤続年数

保育⼠（福岡市） 230.9千円 873.6千円 3,644.4千円 303.7千円 6.2年

給与額 保育協会補助⾦ ⽉額給与
① ② ①+②

短⼤卒 168.9千円 17.2千円 186.0千円

⼤学卒 181.9千円 17.0千円 198.9千円
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４ 福岡市内における認定こども園の数について 

 

平成 27 年８月１日現在における福岡市内の認定こども園の数は，以下のとおり。 

・ 幼保連携型認定こども園：２園 

・ 幼稚園型認定こども園 ：２園 

・ 保育所型認定こども園 ：０園 

・ 地方裁量型認定こども園：０園 

 

 

 

５ 福岡市の⼈⼝予測について 

 

福岡市の平成 27 年の推計人口は 152.5 万人（15 歳未満 20.1 万人，15～64 歳 100.2 万人，65 歳

以上 32.2 万人）であり，現在は増加しているものの，2034 年の160.6 万人をピークに減少に向かう見込み。 

このうち 15 歳未満の人口は，2021 年の 20.4 万人をピークに減少に向かうと見込みである。 
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資料：国勢調査、福岡市推計人口（平成 24 年） 

福岡市の人口，将来推計人口（年齢階層別） 
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６ 公定価格について（保育認定（２号・３号）） 
 

 

 （平成 27 年３月 10 日 内閣府開催 子ども・子育て支援新制度説明会 資料１－２「公定価格の

骨格について」，「平成 27 年３月 内閣府告示第 49 号 「特定教育・保育，特別利用保育，特別

利用教育，特定地域型保育，特別利用地域型保育，特定利用地域型保育及び特例保育に要す

る費用の額の算定に関する基準等」より抜粋） 
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